
新・面会基準を試行中

2026.5 姫路医療センター

2026年5月から一般病棟に対して「新・面会基準」を試行します。

⚫ インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの流行防止対策として、面会基準を
3段階に分けて表示することにいたしました。

⚫兵庫県及び姫路市の感染症流行状況報告内容を確認しながら、病院内の感染
予防対策を変化させていきますので、場合により急な変更を取る可能性があります。

⚫特に、流行期には学級閉鎖などの集団感染が起こりやすい小児については面会制
限を継続させて頂きます。

⚫病院入口や病棟入口等の目のつく場所に面会基準の表示を行ないます。

⚫不明な点については職員にご相談下さい。

面会基準を表示するカードの内容

1.感染症が流行していない時期：ブルー

面会対応時間帯：平日13時～17時、休日10時～17時
面会人数：制限なし（中学生未満は不可）
面会時間：対応時間内であれば制限をもうけない
あくまで、同室者に迷惑をかけない範囲とし、面会人数と時間によっては談話室を利
用していただく
非流行時でも発熱・咳・鼻汁・下痢・嘔吐などの症状のある方の面会は原則不可

2.地域で感染症が流行している時期：イエロー
（インフルエンザやCOVID-19などが兵庫県内、姫路市で流行中）

面会対応時間帯：毎日13時～17時まで
面会人数：2名まで（中学生未満は不可）
面会時間：30分まで（有料個室では対応時間内の場合は制限なし）
発熱・咳・鼻汁・下痢・嘔吐などの症状のある方の面会は原則不可

3. 病棟閉鎖中：レッド
（インフルエンザやCOVID-19などが病棟内で流行した場合）

病棟内の発症者が基準値を超えた時点で病棟閉鎖を行ないます。
感染症の発生が鎮静化すれば解除されます。
病棟閉鎖中は、面会は原則停止されます。
洗濯などの荷物の受渡しは、病棟入口で行なうようご協力をお願いします。
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